
設置主体   社会福祉法人一粒園 

監査対象   一粒園認定こども園 

監査実施日  令和７年１月２３日 

改善の報告を要す

る事項 

（重要事項） 

該当事項なし 

改善を要する事項 

（技術指導） 

(1)職員の給与及び時間外勤務手当や通勤手当をは

じめとする諸手当の支給について、給与規定に基

づく適正な支給及び管理を行うこと。 

助言する事項 

（助言指導） 

(1)自主的内部点検（監事監査等を含む）の実施に

より、適正な業務運営に努められたい。 

 


